
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

無電極放電ランプ

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　電子式安定器内蔵の電球形蛍光ランプと同様の外観を有する一般照明用ランプ
である。
　励起コイルを流れる高周波電流により、発光管内で電磁界・放電が発生し、管内
の水銀原子と衝突して紫外線が放出される。これが蛍光体に当たり可視光に変換さ
れ発光する。

○構造、仕様、意匠
　Ｅ２６の口金を有する。
　発光管内には電極はない。
　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「蛍光ランプ」と
して取り扱う。

（理由）
　電極間放電ではないが、発光に至るプロセスは蛍光灯と同様のものであり、「蛍
光ランプ」として取り扱うのが妥当である。


